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袋の表示にはどんなことが
書いてあるの？ 食物アレルギーってなあに？

原材料や内容量、保存方法などが
書いてあります。

食物アレルギーは食べ物に対して体が
過敏に反応し、体によくない症状（ひふ
が赤くなる、かゆくなる、せきが出るな
ど）を引き起こすことをいいます。

※Ｐ4に関連情報があります。

食品添加物※

使用した原材料（添加物を除く）と添加物を明確に分け、重量の多
いものから順に表示します。アレルギー物質を含む食品を使用して
いる場合には、その旨を記載します。

現在、加工食品の原材料表示は、アレルギー物質をわかりやすく表示しなければ
なりません。その中には、表示が義務づけられている８品目と表示が推奨されて
いる20品目があります。

ニッポンハムグループでは食物アレルギーに関するさまざまな取り組みを行っています。
食物アレルギー対応商品の販売やレシピの提供、食物アレルギー情報の紹介、
栄養相談やオンラインコミュニティなどのサービスについては、
日本ハム（株）「Table for All 食物アレルギーケア」をご覧ください。

ニッポンハムグループでは、特定原材料や、特定原材料に準ずるものの使用が
ひと目でわかるように別枠表示を推奨しています。
※2025年４月以降「くるみ」が特定原材料に追加されます。
　新たに追加となる品目につきましては、国が定める期限までに順次対応していきます。

※表示スペースが狭いなどの理由により別枠表示をしていない商品もあります。
　別枠表示をしていない場合は、原材料名の中にわかりやすく表記しています。

本品に含まれるアレルギー物質（特定原材料とそれに準ずるもの）
乳・小麦

※本製品製造工場では、卵、えび、かにを使用した製品を生産しています。

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、
さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

【表示が義務づけられている８品目】 （特定原材料）

【表示が推奨されている20品目】 （特定原材料に準ずるもの）

食品の内容を的確に表現する
一般的な名称を記載します。

内容量をgや㎖、個数などの
単位を明記して記載します。

保存方法について
記載します。

商品の表示に責任を持つ事業者
（企業）の氏名または名称および
その住所を記載します。原則は製
造者を記載しますが、同一製品を
２つ以上の製造所で製造する場
合には製造所固有記号を使用す
ることが可能です。

加工食品に使用された原材料の原
産地を商品に表示することが法律
で定められています。表示する必要
がある原材料が生鮮食品の場合は
産地が、加工食品の場合は製造地
が表示されます。

賞味期限・消費期限の表示
を記載します。この場所に
記載しない場合は、表記箇
所を明確に表示します。

【表示例】

【表示例】

卵 乳 小麦 そば えび かに落花生 くるみ


